
改正省エネ法と工場等現地調査の概要

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

私たちはカーボンニュートラルの達成手段として「管理標準」の作成を支援しています。

NPO法人環境・省エネサポートセンター
管理標準作成支援チーム

資源エネルギー庁ポータルサイト

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/kojochosa.html

令和6年度工場等現地調査の実地方針について

令和6年度工場等現地調査の実地方針より

資源エネルギー庁クラス分け制度

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/institution/index.html
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■ 令和６年度（2024年度）の工場等現地調査の実施方針について

    （令和６年９月資源エネルギー庁 省エネルギー課）

経済産業省では、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等

に関する法律（以下「省エネ法」という。）」に基づき指定を受けた特定事業者、特定連鎖

化事業者、認定管理統括（以下「特定事業者等」という。）「工場等におけるエネルギーの

使用の合理化に関する事業者の★判断の基準」（以下「判断基準」という。）の遵守状況

に関する調査（基準部分）を実施します。

    令和６年度は事業者クラス分け評価制度に基づく「工場等現地調査」として特定

事業者等の工場及び本社に対する調査について、事業所管省庁の協力のもと以下

  の方針で実施します。

 特定事業者等の皆様には、調査実施機関から依頼文書をお送りし、エネルギー消費

原単位の状況や省エネルギー活動の実態等について工場等を訪問し調査させて頂き

ます。 調査後、原単位悪化の要因分析や改善提案、中長期計画内容の提案を記載

した調査結果通知書を送付いたします。

★工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（経済産業省告示）より

https://www.enecho.meti.go.jp>data>pdf_001.pdf
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１．調査の対象となる事業者

 令和５年度（2023年度）に提出された省エネ法定期報告書において事業者全体の

エネルギー消費原単位の平成30年度（2018年度）～令和4年度（2022年度）の5年度

間平均原単位変化が以下のいずれかの要件に合致するため、事業者クラス分け

評価制度において「Bクラス」に位置づけられた特定事業者等を対象とします。

 ※Bクラスの要件

 ① 事業者全体のエネルギー消費原単位及び電気需用最適化評価原単位の5年

度間平均原単位が年1％以上低減できていない、かつ、令和3年度（2021年度）

及び令和4年度（2022年度）の原単位が対前年度比で増加しているもの。

 ② 事業者全体のエネルギー消費原単位の5年度間平均原単位が105％を超ている

もの。 

２．調査対象数

約２３０事業者
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事業者クラス分け評価制度の概要

提出された定期報告書等の内容を確認し、事業者をS（優良事業者）・A（更なる努力

が期待される事業者）・B（停滞事業者）へクラス分けします。

Sクラスの事業者は、優良事業者として経済産業省のホームページで公表されます。

Bクラスの事業者については判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位、電気

需要平準化評価原単位の推移等について確認するため、「報告徴収」、「立入検査」、

「工場等現地調査」が行われる場合があります。

また、報告徴収、工場等現地調査、立入検査の結果、判断基準遵守状況が不十分と

判断された場合、Cクラス（要注意事業者）となり指導等が行われます。

エネルギーの使用の合理化の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認め

られた場合には「合理化計画の作成指示」が行われます。

資源エネルギー庁資料より

★ 事業者クラス分け制度

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/institution/index.html
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資源エネルギー庁資料より
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行政によるチェック 資源エネルギー庁資料より
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※令和7年4月18日、令和6年度報告（令和5年度実績）によるクラス分けの結果を追加しました。

下記ファイルでは、特定事業者等リストにおけるＳクラス事業者について「☆」マークを付しています。

★ クラス分け事業者の確認は、下記で確認してください。

令和6年定期報告書分でご確認ください。省エネ法定期報告（2024年度提出分（2023年度実績））
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３．調査先の選定

   上記１．で該当する

特定事業者等のうち、令和５年度に提出された省エネ法定期報告書において、以下

の基準に基づき選定します。 

     ① エネルギー使用量が多い。 

     ② 中長期計画書のエネルギーの使用の合理化に関する計画事項及び期待効果に

課題がみられる。

     ③ 省エネルギーの取り組みに以下の問題がある。

 （ア） 工場判断基準の遵守状況が不十分。 （特定-8表、指定-８表）

 （イ） 5年度間平均原単位が大きく悪化。

ただし、以下に該当する特定事業者等は対象外とする。

★ 令和５年度に登録調査機関による適合書面の交付を受けているもの。

 ★ 令和５年度に本現地調査を実施したもの。
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４．調査の方法

（１）調査の概要

実施機関の調査員が指定した日時に、原則として、対象事業所において対面方式
で調査を行います。

（２）現地調査の実施場所

 ① 指定工場等を持つ特定事業者等の調査

上記３で選定した特定事業者等が持つ指定工場等のうち、省エネ法定期報告書

★指定-第8表の報告内容（判断基準の遵守状況）の評価結果が最も低い指定

工場等において調査を実施します。

なお、指定第8表の報告内容の評価結果が調査基準を下回る指定工場等が

複数ある場合は、この調査を特定事業者全体の省エネの取組状況についての

調査として実施することがあります。

② 指定工場等を持たない特定事業者等の調査

上記３で選定した特定事業者等が持つ事業所のうち、特定事業者等全体のエネ

ルギー消費原単位の悪化に最も影響を与えた事業所において調査を実施します。

★指定-第8表を次ページに添付。



指定ー第8表
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（３）調査の準備

 調査対象候補となった特定事業者等に対し、実施機関から文書により調査への

ご協力を要請させていただきます、調査の受入れ可否について実施機関にご返答

ください。

 調査の受入れを回答頂いた特定事業者等に対しては、調査候補日のご連絡に

併せて事前調査書等の作成をご依頼いたします。

 また、調査に先立ち、文書、ウェブサイト及び電話等で、対象の特定事業者等に

調査の趣旨、事前調査書の作成方法等についてご説明いたします。

（４）現地調査の内容

 調査当日、実施機関の調査員が、事前調査書に記載された特定事業者等の

「原単位」悪化要因を確認し、事業所の設備（多数ある場合は主要設備）について、

判断基準の該当する項目ごとに、管理標準等の設定状況及び遵守状況を、実施、

一部実施、未実施の3段階で評価するとともに評点化し、中長期計画の作成方針

及び取り組み状況等について調査を行います。

★ 中長期計画の作成方針及び取り組み状況等（非化石エネルギーへの転換に関する計画が追加されています。）
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なお、４．（２）①で本社の調査も実施する対象事業者については、併せて、本社に

おける工場等全体を俯瞰した省エネ推進の状況について調査（★特定第8表の報告

内容等）を行うことがあります。

調査にあたっては、必要に応じて調査員から、管理標準の作成方法や工場等判断

基準の解釈、原単位の分母の設定事例、設備更新の省エネ効果事例等に関する

情報提供を行います。

この際、経済産業省資源エネルギー庁、所管経済産業局（地方支分部局を含む。

以下同じ。）又は事業所管省庁（地方支局及び地方支分部局を含む。）の職員が

必要に応じ調査に同行することがあります。

調査結果を踏まえた改善策を全社的に展開いただくために、調査当日は可能な

限り、当該特定事業者等のエネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者

にご同席いただきますので、日程調整等ご協力をお願いします。

★特定-第8表を次ページに添付。
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特定ー第8表
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（５）調査結果の扱い

調査実施後、実施機関から対象特定事業者等へ判断基準遵守状況の評点を含む

調査結果通知書を送付いたします。

なお、この判断基準の評点が低かった特定事業者等については、事後に所管経済

産業局等による★1.指導または★2.立入検査が実施される場合があります。

       本調査の集計・分析・評価結果については、個別特定事業者等の情報が特定され

ない形で調査報告書としてまとめた後公表します。

★1.省エネ法 第6条 （指導及び助言）

    ★2.省エネ法 第166条第2項 （報告及び立入検査）

５．調査期間

令和６年９月～令和７年２月（予定）
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（指導及び助言）

 第六条 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の

需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用

して事業を行う者に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第一項各号

若しくは第二項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を

行う者に対し、同条第三項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を

することができる。

（報告及び立入検査）

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者

に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に工場等に立ち入り、エネルギー

を消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

第百六十六条 第２項

第九章 罰則

第百七十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  一 第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項に違反して選任しなかつたとき。
≪特定連鎖化事業者に係る措置≫

      第二十条第一項、二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項に違反して選任しな
かつたとき。

第百七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第七条第三項、第十九条第二項の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

   二 第十五条第一項若しくは第二項の規定による提出をしなかつたとき。



管理標準のサンプル （PDF）を無料配布

■ご希望の資料

① 本社管理標準サンプル 

② 専ら事務所等の管理標準サンプル（事務所・スーパー・病院・ホテル等） 

③ 工場等の管理標準サンプル（製造業・廃棄物処理場等）

④ 回帰分析の回答 

メール info@npo-eesc.org へご連絡ください。

ご希望の方は、

＊会社名

＊ご担当者名

＊ご連絡先

＊特定事業者番号

★ 「工場・事業場における省エネ法定期報告（2024年度提出分（2023年度実績））に基づく事業者クラス分け評価の結果」にて
ご確認お願い致します。

＊は、必須項目になっておりますので誠に申し訳ありませんがご記載のない事業者様には配布しておりません。

 よろしくご協力お願いします。なお、サンプルは、演習問題がついておりますので一度チャレンジしてください。
★ ご回答を必要な事業者様は、サンプル配布後、回答要とメールでご返信ください。後日ご送付させていただきます。

NPO法人環境・省エネサポートセンター
「管理標準作成」支援チーム

３００社以上の事業者様に「管理標準」の作成実績があります。
お気軽にご相談ください。


	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15

